
矢板市露地野菜等生産チャレンジ事業概要 
 

＜事業の目的＞                                      

国内の米の消費が落ち込み米価が下落しつつあることを懸念し、稲作から確実に消費が見込まれ

る露地野菜（ねぎ、たまねぎ、さつまいも）への作付け転換、新規作付け、規模拡大にチャレンジ

する方を支援することにより「儲かる農業」「稼げる農業」を推進するとともに本市の露地野菜の

産地化を目指します。 

 

＜事業の内容＞                                      

１事業概要 

露地野菜を市内で作付けし、市内での販売にチャレンジする方を重点的に支援します。 

（事業実施の翌年度から３年以上かつ５ａ以上、継続して作付け・販売すること。） 

２補助対象者 

・市内に住所を有する農業経営者、新規就農者、農業に係る団体等 

・市内での露地野菜への作付け転換、新規作付け、規模拡大にチャレンジする方 

・市内での販売を目的として、３年以上かつ５ａ以上の作付けに継続して取り組む方 

・世帯全員が市税等を完納している方 

・本事業に関して国、県等からの補助金の交付を受けていない方 

３補助金額 

ねぎ、たまねぎ、さつまいもの作付けに真に必要な費用で、消費税、運搬費、人件費等 

を除く。(１人１作物、①②それぞれ１回限り。汎用性の高いものは対象外。) 

  ①生産資材：（定額）１作物１０ａあたり５万円上限（初年度のみ） 

《例》種、苗、肥料、消毒剤、農薬、土壌診断料など 

  ②農業機械：（１／２補助、端数は切捨て）１作物あたり１００万円上限 

《例》ねぎ剥き機、いも掘り機、つる刈り機など 

 

＜事業の流れ＞ 作付け前にご相談ください。                        

補 助 事 業 者  農  林  課 

計画、目標作成 

品目・場所・面積等の栽培計画、予算、販路等 
事業・交付申請 → 計画審査、目標の妥当性 

作付け開始 

土づくり、定植、栽培管理、収穫、出荷販売、 

作業日誌記録、収支記帳等 

  ⇩ 

作付継続、販売 

 同一作物を事業実施年度の翌年度から３年間 

作付けし、状況報告を提出してください。 

← 事業・交付決定 交付決定 

実績報告 → 

(補助金請求) 支払い・作付け確認 

← 補助金交付 

状況報告 → 

(実施後３年) 
栽培状況確認、目標管理 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

申請・問合せ先  矢板市経済建設部農林課  電話（０２８７）４３－６２１０ 

                   『チャレンジ補助金について』とおっしゃってください。 
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